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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
八
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
十
条
の
二
第
五
項
第

二
号
、
第
六
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十

条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第

五
項
第
二
号
、
第
六
項
第
二
号
及
び
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生

二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

る
研
修

第
一
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一

第
一
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一

年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う

年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う

。
）
第
二
十
条
の
二
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

。
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

研
修
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
上
級
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研

研
修
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成

修
」
と
い
う
。
）
、
第
二
十
条
の
二
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

研
修
」
と
い
う
。
）
又
は
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定

大
臣
が
定
め
る
研
修
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
訪
問
型
職
場

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て

適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
又
は
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二
第
七

「
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号

項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
（
以
下
こ
の
条
及
び

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
又
は
第
三
条
に
定

第
四
条
に
お
い
て
「
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
」
と
い
う
。

め
る
も
の
と
す
る
。

）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条

か
ら
第
四
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

研
修
を
実
施
す
る
機
関
（
以
下
「
研
修
機
関
」
と
い
う
。
）
の
施
設
、

一

研
修
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
研
修
機
関
」
と
い
う
。
）
の
施
設
、
設

設
備
、
研
修
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
研
修
に
関
す
る
事
項
が
、
上
級
職

備
、
研
修
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
研
修
に
関
す
る
事
項
が
、
訪
問
型
職

場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
、
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
又
は
企

場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
又
は
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修

業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
適
合

の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

研
修
機
関
の
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
が
、
上
級
職
場
適
応
援
助
者

二

研
修
機
関
の
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
が
、
訪
問
型
職
場
適
応
援
助

養
成
研
修
、
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
又
は
企
業
在
籍
型
職
場

者
養
成
研
修
又
は
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
の
適
正
か
つ

適
応
援
助
者
養
成
研
修
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ

確
実
な
実
施
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
。

三

研
修
機
関
が
、
上
級
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
、
訪
問
型
職
場
適
応

三

研
修
機
関
が
、
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
又
は
企
業
在
籍
型

援
助
者
養
成
研
修
又
は
企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
の
適
正

職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
研

か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
研
修
実
施
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

修
実
施
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
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第
二
条

上
級
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

（
新
設
）

研
修
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
行
う
同
表

の
第
三
欄
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

研
修
機
関

研
修
を
実
施
す
る

研
修

名
称

所
在
地

期
間

特
定
非
営
利
活

埼
玉
県
久
喜
市

令
和
八
年
四
月
一

Ｊ
Ｃ－

Ｎ
Ｅ
Ｔ
上

動
法
人
ジ
ョ
ブ

久
喜
中
央
二
丁

日
か
ら
令
和
九
年

級
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ

コ
ー
チ
・
ネ
ッ

目
四
番
十
八
号

三
月
三
十
一
日
ま

養
成
研
修
（
訪
問

ト
ワ
ー
ク

で

型
・
企
業
在
籍
型

上
級
職
場
適
応
援

助
者
養
成
研
修
）

特
定
非
営
利
活

静
岡
県
浜
松
市

令
和
八
年
四
月
一

く
ら
し
え
ん
・
し

動
法
人
く
ら
し

中
央
区
田
町
二

日
か
ら
令
和
十
年

ご
と
え
ん
上
級
職

え
ん
・
し
ご
と

百
二
十
三
番
地

三
月
三
十
一
日
ま

場
適
応
援
助
者
養

え
ん

二
十
一
ビ
オ
ラ

で

成
研
修

田
町
三
階

第
三
条

訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ

第
二
条

訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
研
修
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
行
う
同

る
研
修
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
行
う
同

表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

研
修
機
関

研
修
を
実
施
す
る

研
修

研
修
機
関

研
修
を
実
施
す
る

研
修

名
称

所
在
地

期
間

名
称

所
在
地

期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
非
営
利
活

北
海
道
名
寄
市

令
和
三
年
四
月
一

訪
問
型
職
場
適
応

特
定
非
営
利
活

北
海
道
名
寄
市

令
和
三
年
四
月
一

訪
問
型
職
場
適
応

動
法
人
な
よ
ろ

大
通
南
二
丁
目

日
か
ら
令
和
十
一

援
助
者
養
成
研
修

動
法
人
な
よ
ろ

大
通
南
二
丁
目

日
か
ら
令
和
八
年

援
助
者
養
成
研
修

地
方
職
親
会

二
番
地
地
域
活

年
三
月
三
十
一
日

地
方
職
親
会

二
番
地
地
域
活

三
月
三
十
一
日
ま

動
支
援
セ
ン
タ

ま
で

動
支
援
セ
ン
タ

で

ー
陽
だ
ま
り
内

ー
陽
だ
ま
り
内

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
条

企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に

第
三
条

企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
養
成
研
修
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
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掲
げ
る
研
修
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
行

掲
げ
る
研
修
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
行

う
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

う
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
研
修
と
す
る
。

研
修
機
関

研
修
を
実
施
す
る

研
修

研
修
機
関

研
修
を
実
施
す
る

研
修

名
称

所
在
地

期
間

名
称

所
在
地

期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
非
営
利
活

北
海
道
名
寄
市

令
和
三
年
四
月
一

企
業
在
籍
型
職
場

特
定
非
営
利
活

北
海
道
名
寄
市

令
和
三
年
四
月
一

企
業
在
籍
型
職
場

動
法
人
な
よ
ろ

大
通
南
二
丁
目

日
か
ら
令
和
十
一

適
応
援
助
者
養
成

動
法
人
な
よ
ろ

大
通
南
二
丁
目

日
か
ら
令
和
八
年

適
応
援
助
者
養
成

地
方
職
親
会

二
番
地
地
域
活

年
三
月
三
十
一
日

研
修

地
方
職
親
会

二
番
地
地
域
活

三
月
三
十
一
日
ま

研
修

動
支
援
セ
ン
タ

ま
で

動
支
援
セ
ン
タ

で

ー
陽
だ
ま
り
内

ー
陽
だ
ま
り
内

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


